
第２７号議案 

   足立区こども科学館条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２３年２月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区こども科学館条例の一部を改正する条例 

 足立区こども科学館条例（平成５年足立区条例第５４号）の一部を次 

のように改正する。 

 第３条の２中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次 

に次の２号を加える。 

 （５） レクリエーションホール 

 （６） 音楽室 

 第４条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたとき 

は、臨時に休館日を定めることができる。 

 第４条の２ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたとき

は、開館時間を変更することができる。 

 第５条第１項中「別表第２及び別表第３」を「別表第２から別表第４

まで」に、「納入」を「前納」に改める。 

 第１１条第２項中「指定管理者」を「第１４条第１項の規定により科

学館の管理を行う者（以下「指定管理者」という。）」に改める。 

 第１３条中「指定管理者」を「教育委員会又は指定管理者」に改める。 

 別表第３を別表第４とし、別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第５条関係） 

 使用料 

 使用区分 



  

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 
 

午前９時～午

後零時 

午後零時３０

分～午後３時 

午後３時３０

分～午後６時 

午後６時３０

分～午後９時

３０分 

午前９時～午

後９時３０分 

第１レクリ

エーション

ホール 

２，０００円 ２，６００円 ２，６００円 ３，０００円 ９，２００円

第２レクリ

エーション

ホール 

２，０００円 ２，６００円 ２，６００円 ３，０００円 ９，２００円

第３レクリ

エーション

ホール 

２，３００円 ２，９００円 ２，９００円 ３，５００円 １万８００円

第１音楽室 ８００円 ９００円 ９００円 １，１００円 ３，６００円

第２音楽室 １，２００円 １，５００円 １，５００円 １，８００円 ５，４００円

第３音楽室 ８００円 ９００円 ９００円 １，１００円 ３，６００円

 備考 

  １ 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。 

  ２ 使用時間の途中で使用を取り止めても、既に納入された使用料

は返還しない。 

  ３ 使用者において入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、

規定使用料の５割増とする。 

  ４ ２以上の使用区分を引き続き使用する場合の中間時間について

は、使用料を徴収しない。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、足立区青少年センター条例の規定によりなさ

れた第３条の２の改正規定により設置する施設に係る施設使用の申請

及び承認は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

 

 （提案理由） 

 青少年センターの廃止に伴い、一部の施設について、こども科学館に

おける事業の実施に要する施設とするとともに、規定を整備する必要が

あるので、この条例案を提出いたします。 


